
写 文書分類記号 Ｈ１２１６

保 存 年 限  

平成１８年１０月２０日

 

 

各 県 立 学 校 長 様 

 

 

教 育 長 

（ 指 導 第 三 課 ） 

 

 

いじめの問題への取組みの徹底について（通知） 

 
 
 この度，いじめにより児童生徒が自らその命を絶つという痛ましい事件が相

次いで発生しました。  
このことについて，平成１８年１０月１９日付けで文部科学省初等中等教育

局児童生徒課長から，別紙（写）のとおり通知がありました。  
いじめは，決して許されないことであり，また，どの子どもにも，どの学校

でも起こり得るものであります。現に今，いじめに苦しんでいる子どもたちの

ため，今回のような事件を二度と繰り返さないためにも，学校教育に携わるす

べての関係者一人ひとりが，改めてこの問題の重要性を認識し，いじめの兆候

をいち早く把握して，迅速に対応する必要があります。  
また，いじめの問題が生じたときは，その問題を隠さず，学校・教育委員会

と家庭・地域が連携して，対処していくことが大切です。  
 ついては，別紙（写）の趣旨を踏まえ，別添「いじめの問題への取組につい

てのチェックポイント」等を活用し，総点検を実施するとともに，適切な対応

が行えるよう指導の充実を図ってください。  
 
  
 

    

担 当  生 徒 指 導 係 

電話 082-513-5043 

（ 担 当 者  奥 迫 ）  



写 平成１８年１０月２０日 

 

 

各 市 町 教 育 委 員 会 教 育 長 様 

 

 

広島県教育委員会教育長 

（ 指 導 第 三 課 ） 

 

 

いじめの問題への取組みの徹底について（通知） 

 
 
 この度，いじめにより児童生徒が自らその命を絶つという痛ましい事件が相

次いで発生しました。  
このことについて，平成１８年１０月１９日付けで文部科学省初等中等教育

局児童生徒課長から，別紙（写）のとおり通知がありました。  
いじめは，決して許されないことであり，また，どの子どもにも，どの学校

でも起こり得るものであります。現に今，いじめに苦しんでいる子どもたちの

ため，今回のような事件を二度と繰り返さないためにも，学校教育に携わるす

べての関係者一人ひとりが，改めてこの問題の重要性を認識し，いじめの兆候

をいち早く把握して，迅速に対応する必要があります。  
また，いじめの問題が生じたときは，その問題を隠さず，学校・教育委員会

と家庭・地域が連携して，対処していくことが大切です。  
 ついては，別紙（写）の趣旨を踏まえ，別添「いじめの問題への取組につい

てのチェックポイント」等を活用し，総点検をするよう所管の学校を指導する

とともに，その状況を把握して適切に指導してください。 

 

    

 

 

 

 

担 当  生 徒 指 導 係 

電話 082-513-5043 

（ 担 当 者  河 野 ）  




































